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平成３０年度 第３回尾張旭市介護保険運営協議会会議録  

 

１ 開催日時  

平成３１年２月２２日（金） 

開会 午後１時３０分  

閉会 午後３時００分 

２ 開催場所  

市役所 ３階 ３０２・３０３会議室  

３ 出席委員  

上田智子、山﨑雅弘、奥田百彦、森修、須嵜素夫、平野君惠、岩田善保、 

丹羽睦、長尾みどり、椿山岳史、栁原大介、大島卓郎、倉地薫（計１３名）  

４ 欠席委員  

松尾功、土山典子（計２名） 

５ 傍聴者数  

なし  

６ 出席した事務局職員  

健康福祉部長 森喜久子、長寿課長 山田祐司、長寿課長補佐兼長寿政策係長 

山下由香、長寿支援係長 川原尚子、介護保険係長 齊塲聡子、主査 丸田純史、

地域包括支援センター所長 木上恒夫、社会福祉協議会生活支援コーディネー

ター 星原淳一 

７ 議題 

 ⑴ 介護予防支援委託業務に係る指定居宅介護支援事業者の新規承認につい

て（資料１） 

⑵ 平成３１年度尾張旭市地域包括支援センター事業計画について（資料２） 

⑶ 第７期高齢者保健福祉計画の進行管理について（資料３） 

⑷ 生活支援体制整備事業について（資料４） 

８ 会議要旨 

＜ 開  会 ＞ 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

長寿課長の山田でございます。定刻となりましたので、始め

させていただきます。 

本日は、お忙しい中、平成３０年度第３回尾張旭市介護保険

運営協議会にお集まりいただき、ありがとうございます。本日は、

土山委員から、都合により欠席と伺っております。松尾委員から

は連絡がありませんが、遅れてみえるようです。１３名の委員の

御出席をいただいており、尾張旭市介護保険運営協議会規則第５
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上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長 寿 課 長 

  

 

 

 

 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

条第２項の規定にあります定足数に達しておりますことを、報告

させていただきます。 

開会に当たりまして、会長の上田様から挨拶をいただきます。 

 

＊＊ 会長挨拶 ＊＊ 

朝晩はまだまだ寒いですが、日中は非常に暖かくなってまい

りまして、中には花粉の心配をされている方もいらっしゃるので

はないかと思います。たまにテレビを付けますと、国会で不正問

題をやっていて、しっかりやって欲しいという国民の厳しい目が

注がれていると感じます。翻っては、私どもこのような委員を拝

命しており、市を中心としてしっかりやっていただいていると思

いますが、我々も少しでも小さな疑問、質問がございましたら、 

闊
かっ

達な御意見を出していただきまして、きちんとしたものにし

て、運営を図っていけるよう御協力いただきたいと思います。 

今回は３回目ということで、今年度としては最後の回になり

ます。また、次年度に向けての議題等も出てまいりますので、何

とぞよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは、議事に入る前に、本日の資料の確認をさせていた

だきます。 

 

＊＊ 資料の確認 ＊＊ 

 

それでは、以降の議事の進行については、会長にお願いした

いと思います。 

 

それでは、議事に入ります。 

本日は、議題が４件提出されております。 

それでは、議題⑴「介護予防支援委託業務に係る指定居宅介

護支援事業者の新規承認について」説明をお願いします。 
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地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

上 田 会 長 

 

大 島 委 員 

 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

倉 地 委 員 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉 地 委 員 

 

 

 

 

 

＊＊ 説明 ＊＊ 

 

 

ただいまの説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

居宅介護支援事業所「紙ふうせん」のサービス提供地域に尾

張旭市が入っていませんが、サービス提供は尾張旭市でできるの

でしょうか。 

 

基本的にサービス提供地域というのは、事業所が決めており

ます。ただ、それ以外であっても事業所で承諾いただければ契約

し、サービスの提供を受けることができます。 

 

サービス提供地域という欄の意味がないということですか。 

 

距離が遠いことで交通費等、余分に事業所が加算を取ること

ができるのですが、もう一つは、サービス提供地域以外の地域で

すので、ケアマネジャーにお願いされても、お断りすることがで

きるということです。 

サービスが提供でき、お客さんから依頼をいただいた場合、

正当な理由がないのに拒否はできません。このサービス提供地域

以外の事業者さんであれば、定員の枠に余裕があっても地域外で

すのでお断りすることができる、若しくは提供するに当たって

は、交通費等の加算を取ることができるということです。 

確かに一般的に意味はない、受けるとおっしゃれば、受ける

ことはできますので。 

 

書く、書かないじゃなくて料金が変わることをアピールした

くて書いている訳ですね。要するに、ここに尾張旭市とあれば割

増料金はありませんよ、しかし、「紙ふうせん」では割増料金が

あるかもしれないから、ということをアピールしたいために、尾

張旭市を抜いているという理解でよいですか。 

単純に事業所が出してきたものを羅列しているだけですか。 
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地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

倉 地 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 島 委 員 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

 

 

一般的に、事業所の概要に全てこのようなサービス提供地域

が入っているものですから。 

 

相手を鵜呑みにしてそのまま出した、それによって、なくて

もよいと説明されたので、だったら書く必要がなく、書くなら参

考という表現では。定員と人数も書いてありますが、参考で出て

きたから、この数値が間違ってても構わないということですか。

そういう意味ではなく、意味のある数値を表示されたのだと思っ

ていました。今の説明だと、サービス提供地域というものは、あ

まり関係なく、空いている所に受け入れてくれたらオーケーにな

る、ただしここに記載がない場合は、割増料金になるかもしれま

せんよという、断ったらいけない、権利義務が発生する等の話だ

ったと思います。その辺りが分からなかったから、その辺りのこ

とを書いて欲しいです。素人というか、知らない人が見たら、 

おかしいと思うのではないでしょうか。 

前回、東京に住んでいる方が、尾張旭市に住民票を置いたまま

東京に行っており、仕方がないから、向こうで介護サービスを受

けることがあると言われ、そのような類いかと思いましたが、今

の話を聞くと、すっきりとこないので、分かりやすい表現にして

いただいた方がいいと思います。 

 

「紙ふうせん」が掲載された意図が理解できません。載せな

くても、「紙ふうせん」が尾張旭市から依頼があり勝手にやれば

よいという話になってしまう気がします。ここで新規承認をしな

いと、尾張旭市の人は「紙ふうせん」のサービスを利用できない

ということですか。 

 

「紙ふうせん」が私どもの利用者へサービス提供するに至っ

た理由ですが、元々尾張旭市内に事業所がございまして、ケアマ

ネジャーさんが新たに「紙ふうせん」を立ち上げ、名古屋市名東

区へ事業所を設立しました。以前からの利用者さんが、そのまま

ケアマネジャーについて、そちらの方でやっていただきたいとい
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上 田 会 長 

 

 

 

 

長 尾 委 員 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

山 﨑 委 員 

 

うことで、今回の議題に挙がりました。サービス提供地域以外の

地域につきましては、基本的に事業所さんがよければ、受けても

らえるということになっています。 

契約につきましては、私どもと「紙ふうせん」の間で、委託

の契約を結ぶものですから、市外の方につきましては、ここで承

認をいただき、契約するという形になっております。 

 

利用者さんからすると、「ケアマネさんをあまり変えたくな

い」、「私の事をよく分かっていて、事情もよく理解されているの

で、できたら引き続き同じケアマネさんでお願いしたい。」とい

うことはよくあることですよね。長尾委員いかがでしょうか。 

 

新規で実施する場合、尾張旭市の方を担当されるに当たって、

提供地域に尾張旭市を入れるべきだったのではないかと個人的

には思います。 

 

「紙ふうせん」がいつ立ち上がって、いつ登録されたかここで

は分かりませんが、当初想定していたサービス提供地域に尾張旭

市が入っていなかったのではないでしょうか。ほぼお隣ではある

ので、このような事例が出る可能性がありましたが、そこを想定

しないまま登録してしまったのかという気がします。いかがでし

ょうか。 

 

私どもで尾張旭市を入れて欲しいとも言えません。 

 

 

あくまで事業所さんの事情なので、今回の事例の委託契約を受

けて、サービス提供地域に尾張旭市を入れていくかもしれません

ね。こういう事例が今までなかった可能性が高いということでは

ないかなと推察されます。 

 

今の話ですが、新規承認ということは、例えば「承認できませ

ん。」となったら、それはもうなくなるということでしょうか。



6 

 

 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

山 﨑 委 員 

 

倉 地 委 員 

 

 

 

 

 

 

椿 山 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉 地 委 員 

 

 

 

 

 

決を採ることになると思うのですが。 

もし承認する場合、こちらから「サービス提供地域に尾張旭市

を加えてください。」と言うのは問題のあることなのでしょうか。

加えてくだされば、すっきりいくと思うのですが。 

 

例えば、「今後加えていただくことを条件に承認します。」とい

う言い方もあると思います。そこまでの必要性があるかどうか

は、私も図りかねるところがありますが。 

 

細かいことは分からないのですが、話の筋としては。 

 

尾張旭市を入れたら、デメリットが事業所にはあるのですか。

先程、割増料金の話もありましたが、ここの利用者は１００円で

受けるけど、尾張旭市も受けてもいいけど、１１０円とか１５０

円になるかもしれないということを細かく書きたくない、よくあ

るコマーシャルの下の方にある「ただし書」のようなことをした

くないからですかね。 

 

確かに、これを見るとそういう風に思われると思いますが、こ

こに表記されているのは、事業所が各所在地の市町村に届出した

状況です。ここに載せているのは「居宅介護支援事業所」の登録

であり、要介護の方のプランについては、「サービス提供地域の

方を受けます。」という届出をしているということです。本件は、

介護予防の委託ですから、ここに表記されている内容とは若干変

わってくると思います。公に、市に届出をしている内容を書いて

いるだけではないでしょうか。 

 

表題が「居宅介護支援事業者の新規承認」であればよいが、そ

うでなく予防についてやるのであれば、予防についてどうなのか

と書いたものの参考に、「居宅介護支援事業においてはこういう

届出がなされています。」ということしか書いていない資料にな

ってしまう訳ですよね。 
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椿 山 委 員 

 

倉 地 委 員 

 

 

 

椿 山 委 員 

 

倉 地 委 員 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

須 嵜 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

 

 

 

 

須 嵜 委 員 

 

 

そうですね。 

 

予防について受けてくれるかどうかについては、例えば、書面

で尾張旭市へ申請書が出てきた等、羅列した方が分かりやすいの

ではないですか。素人だから文字で読んでしまいますので。 

 

書面はないですよね。 

 

承認するということは、尾張旭市がお願いしているのですか。 

 

どちらかと言えば、私どもから、「利用者さんとケアマネ事業

所間で契約を結んでいただけないでしょうか。」とお願いしてい

ます。 

 

先程の説明の中で、ケアマネの方が以前、市内で勤めてみえて、

新たに事業所を立ち上げられたという話ですよね。その時、ケア

マネさんがよく知っているからといって、その方にお願いしたい

という方がみえるであろうということですね。そういった方が実

際には何名くらいいるのですか。 

新しく立ち上げられたケアマネさんにお世話になっていた尾

張旭市在住の方が、何人かみえるという意味ですか。 

 

尾張旭市で事業所を立ち上げていた方が、事業所を閉鎖され

て、名東区に行かれました。名東区ではなく、守山区でした。 

お客様が何人ついていたかというのは、私どもでは把握できて

おりません。たまたま、１人の方から「紙ふうせん」のケアマネ

ジャーを利用したいという話があり、事業所さんと契約を結ばせ

ていただきたいということで、議題に挙げさせていただきまし

た。 

 

１名の方は、事業所が変わっても継続したいということで、そ

れを市に言われて、市から契約してくださいという形になったわ

けですか。 
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地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

上 田 会 長 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

岩 田 委 員 

 

上 田 会 長 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

御承認いただきたく思います。 

 

 

内訳としては、介護予防が何人かは分からないのですか。 

 

本件では、最初の１件目の依頼があったときに承認をいただく

こととしております。時期が間に合わなかった場合は事後承認に

なりますが、早めにこちらの会議の議題とすることとさせていた

だいており、最初に相談があったときに、やらせていただくとい

う形になります。 

 

本件は、当初、新規事業所を名東区に立ち上げられて、登録さ

れた時には、想定してなかったことと思います。物理的には問題

ないのでしょうが、今後は、尾張旭市を入れていただきたいです

ね。委託契約ですので、それを拒否したことにより利用者さん本

人に支障をきたしてはいけませんし、継続的利用が中断するよう

であれば、何より御本人が困るので、認めていただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

付帯条件を付けたらどうですか。 

 

委託する際に、「対象地域に尾張旭市を入れてください。」と言

っていただくことはできるのでしょうか。 

 

できるかどうかを確認してしてからでないと、御返答しかねま

す。 

 

 では、できればということで。 

 

では、次の議題に移りたいと思います。 

それでは、議題⑵「平成３１年度尾張旭市地域包括支援セン

ター事業計画について」説明をお願いします。 
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地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

上 田 会 長 

 

平 野 委 員 

 

 

事   務   局 

 

奥 田 委 員 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

奥 田 委 員 

 

 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

上 田 会 長 

 

 

奥 田 委 員 

 

 

 

＊＊ 説明 ＊＊ 

 

 

ただいまの説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

地域相談窓口ですが、委託先の「サンヴェール尾張旭」が担

当する区域が増えますが、担当者も増員されますか。 

 

地区が増えることによりまして、担当も１名増える予定です。 

 

「瀬戸旭もーやっこネットワーク」の利用推進について、具

体的な取組を教えてください。 

 

※瀬戸旭在宅医療介護連携推進協議会の４つの部会（連携推

進部会・ネットワーク部会・研修部会・広報部会）について、そ

れぞれの事業内容を説明※ 

 

出前講座は何度かやらせていただきましたが、どうしてもメ

インになるのは医師やケアマネジャーで、薬剤師会としては、も

っと薬剤師も関与できればと思っています。講義の内容に入れて

いただけると有り難いです。 

 

出前講座のテーマの中には、薬剤師の方のお話のテーマもあり

ます。各種団体の方から、このテーマについて話が聞きたいと依

頼があります。 

 

住民の皆様からのニーズに応じて、講師等の派遣の橋渡しを

されているという理解でよろしいでしょうか。 

 

全国的にも瀬戸・尾張旭地域は在宅医療等が進んでいる所で

すので、更に盛んになればと思っています。 
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上 田 会 長 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

 

事   務   局 

 

上 田 会 長 

 

 

大 島 委 員 

 

 

 

上 田 会 長 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 島 委 員 

 

 

例えば、住民からの希望に対して、出前講座のメニューの提

示はあるのですか。 

 

毎年、春にテーマを決めてチラシを作成し、シニアクラブ等

に声掛けさせていただいています。御要望があれば、チラシを配

布いたします。出前講座は、平成３０年度は３１回実施しており

ます。 

 

※実際のチラシを提示※ 

 

中身のバランス等もあるかと思いますので、必要性の高いテ

ーマがあれば、御教示いただければと思います。 

 

この書面の事業計画を読んでも何をやるのか理解できませ

ん。例えば、平成３０年度の中間発表的な事業報告等があればよ

いと思います。 

 

今までの会議で報告がありましたよね。 

 

前回の会議で、昨年度の実績を報告させていただいておりま

して、その際、前年度と比較するグラフ的なものを来年度は考え

て欲しいと御意見をいただきました。今回は計画ですから、平成

３０年度の数値や実績は口頭で説明させていただきましたが、御

覧いただく資料には付いておりません。 

昨年の会議で地域ケア会議についても説明させていただきま

したが、来年度、節目の際に発表させていただこうと思っており

ます。短い時間の中で全てをお話しするというのは難しいところ

がありまして、資料で工夫して欲しい所がありましたら、工夫さ

せていただきたいと思います。 

 

資料を工夫いただくと、より分かりやすく、「１年間こんなこ

とをやるのだ。」と具体的に見えてくると思います。要望でござ

います。 
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上 田 会 長 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

丹 羽 委 員 

 

 

 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

須 嵜 委 員 

 

 

 

 

上 田 会 長 

 

須 嵜 委 員 

 

 

 

 

実績報告は、新年度にいずれ出てくるという理解でよろしい

ですね。 

 

報告させていただきます。 

 

 

大島委員がおっしゃったのは、同時に出してほしいという要

望だと思います。去年の実績はありますよね。それを踏まえて次

年度の予定として、事業計画を出されたと思います。先程、来年

度に実績を報告するという説明がありましたが、そうではなく、

昨年の実績と同時に比較できるものにしていただいた方が有り

難いと思います。 

 

締めの問題もあるかもしれません。委員も変わる可能性があ

ります。年度末に実績を出す前、例えば１２月末の暫定的な簡単

な報告があった上で、次年度の計画を示していただくと有り難い

し、分かりやすいです。内容を全部知っている訳でない者として

は、文字だけで示されると分からないまま承認してしまうとい

う、皆さんの責任感の表れだと思います。できましたら、そのよ

うにしていただけたらと思います。 

 

今ここで対象になっている高齢者は、家族等が困られて申し

出た方だと思います。尾張旭市に独居老人がどれだけいるか分か

りませんが、自ら困っていることを示せない方への、市からの働

きかけはどうなっているのですか。 

 

潜在的なニーズということですね。 

 

独居老人の中で日常生活で困っている方が、多分何人かみえ

ると思います。そのような方へのケアはどうなっていますか。そ

れから、地域のネットワーク構築業務とありますが、具体的に例

示していただくと分かりやすいと思います。特に「地域づくり」
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事   務   局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森健康福祉部長 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター 

木 上 所 長 

 

 

 

 

 

という言葉がありますが、地域ケア会議には、私は自治会関係で

出席していますが、各自治会へ地域づくりの話をどのように伝え

ているか、昔と比較すると隣近所との関係が希薄となっているた

め、どうやって拾い上げるかを、もう少し具体的な例を示してい

ただきたいと思います。 

 

自ら困っていることを示せない高齢者に対しては、資料に記

載の地域相談窓口（ブランチ）が、７５歳以上の方には地域ごと

に相談員が、何も相談がなくとも「最近御様子どうですか。」と

声掛けさせていただいています。 

今のところ７５歳以上の方は対象ですが、元気な方も多いで

すので、訪問時に段階を分けて把握をさせていただいています。

それを踏まえて、地域包括支援センターの関与や、他の方の見守

り、地域相談窓口（ブランチ）の相談員が定期的に訪問等してお

ります。それとは別に民生委員さんへも、秋頃に独居と高齢者世

帯の方の訪問をお願いしており、そちらですと、御自分の住んで

いる地域の民生委員さんのお顔も分かりますので、もし何かあっ

たらどこに相談したらいいのかが分かるという取組です。 

 

資料の１⑵に記載の地域相談窓口（ブランチ）が市内３か所

にありまして、こちらで７５歳以上の方を訪問させていただいて

おります。いつも民生委員さんには地域で御世話になっておりま

して、それぞれ御担当の地域にどういった方がいらっしゃるかに

ついても御配慮いただき、その都度、御心配なことがあるときに

は連絡をいただき、市の職員が確認することとしています。 

 

地域ケア会議につきましては、校区社協の方や民生委員さん

と平成２７年頃から地域、小学校区、中学校区で話をする中で、

「居場所づくり」、「移動手段」、「見守り」が地域の中の課題であ

ると整理しました。平成３０年春からこの３つの部会について、

以前地域ケア会議に出席いただいた方に参加いただき、一歩ずつ

ではありますが、「移動手段」では買い物ツアーを実施し、「見守

り」では、３ケースを近所の民生委員さんや近くの喫茶店の方と
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岩 田 委 員 

 

 

 

上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

上 田 会 長 

 

 

話をしました。ある方につきまして、どうやって見守っていこう

かという話をしましたら、御家族の方がお隣の家に、毎日顔を出

してくれというのではなく、夜電気がついていなければ連絡して

欲しいという見守りを依頼しておりました。また、民生委員さん

も定期的に見守っており、さらに、この方は毎朝喫茶店に通うと

いう話を聞いたので、喫茶店のオーナーの方にも見守りをお願い

しました。調べてみたら色々な方が関わっていますが、ただ、誰

もそれを取りまとめることはしていないものですから、今回は、

外からの緩やかな見守りという形で整理し、皆さんで話をさせて

いただきました。 

「居場所づくり」では、どこに、どんな場所があるのだろう

ということで、シニアクラブさんが色々な講座を開催されている

ので、講座を一覧表にして整理しているところです。 

全域にお声掛けをするというのは難しいですが、できるとこ

ろから確実に、一歩ずつ進めさせていただいているのが現状で

す。 

 

細かい所までいい所を押さえてやってみえると思いますが、

連携してこういう活動に取り組んでいるということが文面に入

ると、皆さんによく分かると思います。 

 

中身を住民目線で、もう少し具体化して分かるようにしてい

ただけると、皆様もより御納得いただけると思います。次回から 

よろしくお願いいたします。 

 

それでは、議題⑶「第７期高齢者保健福祉計画の進行管理に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

 

＊＊ 説明 ＊＊ 

 

ただいまの説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

全体的に目標数値を上回っているものが多いということで、
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上 田 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 島 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

大 島 委 員 

 

事 務 局 

 

岩 田 委 員 

 

 

関係各所の努力の結果かなという気がいたします。 

質問させていただきますが、「あたまの元気まる」は７００人

という数値目標があったのですが、見込みが４５０人となったと

いうことの分析はいかがでしょうか。 

 

今分析中ということは聞いております。目標値の設定も踏ま

えて、少しでも受検者を増やすよう調整中です。 

 

「あたまの元気まる」で、「もし、何か分かったらどうしよう。」

「怖いから受けに行くのが嫌なんだ。」という方がみえ、人間の

心理としては分かりますが、それが分かっても大丈夫というサポ

ート体制、認知症初期集中支援チーム等があるということがもし

かしたら届いていないのではという印象を受けました。 

皆さんが気軽に受検でき、何回受けてもよいと持っていくため

に、情報発信やサポート体制、声掛け等の課題があるかもしれな

いと推察しますので、今後の分析を聞かせていただけると有り難

いです。 

 

「あたまの元気まる」はどう受検すればよいですか。 

 

毎月広報の「健康だより」欄に日程を掲載しています。申込

先は、保健福祉センターの健康課です。１回当たり１０分程度の

テストをし、その後個別に１０分ほど説明をします。心配事があ

れば保健師からアドバイスするとともに、直近で教室等があれば

お誘いさせていただくという流れになっています。 

 

出前講座もありますか。 

 

あります。 

 

筋トレ体操等の会場にも、機械を持って出前講座をしてくれ

ます。 
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生活支援コーディネーター 

 

上 田 会 長 

 

「標準的な認知症ケアパス」とは何ですか。 

 

「認知症おたすけパス」といった冊子のもので、認知症に関

連した相談窓口やちょっとした困りごとに対するサービスを掲

載しています。長寿課の窓口で認知症の相談をされた方や、地域

包括支援センターでお渡ししています。この冊子と流れが記載さ

れたＡ４のカラーのものと２つセットで「認知症ケアパス」とし

てお渡ししています。 

 

ボランティアの方で広報は読んでいますが、あまり出てくる

言葉ではなかったので分かりませんでした。ありがとうございま

した。 

 

今の説明は、冊子のことです。「認知症ケアパス」とは、認知

症の方をどうするかという目的を達成するための支援の仕組み

のことであり、その内容が書かれているのが、今説明した冊子で

す。 

 

その段階になって相談に行ったときに、そういったものをい

ただいて自分で確かめることができるということですね。 

 

「認知症ケアパス」を是非御活用いただけるように、「あたま

の元気まる」も目標達成できるように、皆様からもお誘いいただ

けると有り難いのかなと思います。 

 

それでは、議題⑷「生活支援体制整備事業について」事務局

から説明をお願いします。 

 

＊＊ 説明 ＊＊ 

 

 

生活支援が具体的に動き出しているということだと思います

し、サポーターの方も徐々に増えてきているということでの経過
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上 田 会 長 

 

報告だったかと思います。 

ただいまの説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

御意見、御質問もないようですので、本日の議題は終了とさ

せていただきます。他に何か御意見、御質問はございませんか。 

 

それでは、事務局から今後の日程を含めた連絡事項等をお願

いします。 

 

今後のスケジュールですが、次回の介護保険運営協議会は 

平成３１年６月下旬から７月上旬を予定しております。議題は、

第７期高齢者保健福祉計画の平成３０年度実績報告、平成３０年

度地域包括支援センター実績報告等を予定しております。 

 

その他、何か御質問はございませんか。 

 

質問等ないようですので、これをもちまして、平成３０年度

第３回尾張旭市介護保険運営協議会を終了させていただきます。

本日は長時間に渡り御審議いただきまして、ありがとうございま

した。 

 

 


